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( 利用目的の特定 ) 

法 第十五条 個人情報取扱事業者 は 、 個人情報を取り 扱うに当たっては、 その利用の目的 

( 以下「利用目的」という。 ) をできる限り 特定しなければならない。 

2  個人情報取扱事業者は、 利用目的を変更する 場合には、 変更前の利用目的と 相当の関 

連性を有すると 合理的に認められる 範囲を超えて 行って ほ ならない。 

( 利用目的による 制限 ) 

法 第十六条 個人情報取扱事業者は、 あ らかじめ本人の 同意を得ないで、 前条の規定によ 

り 特定された利用目的の 達成に必要な 範囲を超えて、 個人情報を取り 扱ってはならな 

い。 

2  個人情報取扱事業者は、 合併その他の 事由により他の 個人情報取扱事業者から 事業を 

承継することに 伴って個人情報を 取得した場合 は 、 あ らかじめ本人の 同意を得ないで、 

承継双における 当該個人情報の 利用目的の達成に 必要な範囲を 超えて、 当該個人情報を 

取り扱ってはならない。 

3  前 二項の規定は 、 次に掲ける場合については、 適用しない。 

一 法令に基づく 場合 

こ 人の生命、 身体又は財産の 保護のために 必要があ る場合であ って、 本人の同意を 得 

ることが困難であ るとき。 

三 お 衆 衛生の向上 文は 児童の健全な 育成の推進のために 特に必要があ る場合であ っ 

て 、 本人の同意を 得ることが困難であ るとき。 

四 国の機関若しくは 地方公共団体又はその 委託を受けた 者が法令の定める 事務を遂 

面 することに対して 協力する必要があ る場合であ って、 本人の同意を 得ることにより 

当該事務の遂行に 支障を及ぼすおそれがあ るとき。 

(1 ) 利用目的の特定及び 制限 

医療・介護関係事業者が 医療・介護 サーヒ スを希望する 患者・利用者から 個人情報を 

取得する場合、 当該個人情報を 患者・利用者に 対する医療・ 介護 サーヒ スの提供、 医療・ 

介護保険事務、 入退院等の病棟管理などで 利用することほ 患者   利用者にとって 明らか 

と考えられる。 

これら以外で 個人情報を利用する 場合は、 患者・利用者にとって 必ずしも明らかな 利 

用目的とはいえない。 この場合は、 個人情報を取得するに 当たって明確に 当該利用目的 

の公表等の措置が 講じられなけれ ば ならない。 (fTT2. 参照 ) 

医療・介護関係事業者の 通常の業務で 想定される利用目的は 別表 2 に例示されるもの 

であ り、 医療・介護関係事業者は、 これらを参考として、 自らの業務に 照らして通常 必 

要 とされるものを 特定して公表 ( 院内掲示等 ) しなけれ ば ならない。 ( Ⅲ 2. 参照 ) 

また、 別表 2 に 渇 ける利用目的の 範囲についてほ、 法第「 5 条第 2 項に定める利用目 

的の変更を行 う ことができると 考えられる。 ただし、 変更された利用目的についてほ 、 
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本人へ通知又は 公表しなけれ ば ならない。 (ID2. 参照 ) 
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④国の機関若しくは 地方な共団体又はその 委託を受けた 者が法令の定める 事務を遂行す 

ることに対して 協力する必要があ る場合であ って、 本人の同意を 得ることにより 当該 

事務の遂行に 支障を及ぼすおそれがあ るとき 

( 例 ) 

・ 国等 が実施する、 統計報告調整法の 規定に基づく 統計報告の徴集 C い ねめる承認 統 

計 調査 ) 及び統計法第 8 条の規定に基づく 指定統計以覚の 統計調査 ( いわゆる届出 

統計調査 ) に協力する場合 

[ 法の規定により 遵守すべき事項等 ] 

・医療・介護関係事業者は、 個人情報を取り 扱うに当たって、 その利用目的をできる 限 

り特定しなければならない。 

  医療・介護関係事業者は、 利用目的を変更する 場合にほ、 変更前の利用目的と 相当の 

関連性を有すると 合理的に認められる 範囲を超えて 行ってはならない。 

  医療・介護関係事業者 は 、 あ らかじめ本人の 同意を得ないで、 特定された利用目的の 

達成に必要な 範囲を超えて 個人情報を取り 扱ってはならない。 なお、 本人の同意を 得 

るために個人情報を 利用すること ( 同意を得るために 患者・利用者の 連絡先を利用し 

て電話をかける 場合など ) 、 個人情報を匿名化するために 個人情報に加工を 行うことは 

差し支えない。 

  個人情報を取得する 時点で、 本人の同意があ ったにちかかわらず、 その後、 本人から 

利用目的の一部 は ついての同意を 取り消す旨の 申出があ った場合は、 その後の個人情 

報の取扱いについては、 本人の同意が 取り消されなかった 範囲に限定して 取り扱う。 

  医療・介護関係事業者は、 合併その他の 事由により他の 事業者から事業を 承継するこ 

とに伴って個人情報を 取得した場合 は 、 あ らかじめ本人の 同意を得ないで、 承継双に 

おける当該個人情報の 利用目的の達成に 必要な範囲を 超えて、 当該個人情報を 取り扱 

ってはならない。 

・利用目的の 制限の例外 ( 法第 「 6 条第 3 項 ) に該当する場合は、 木人の同意を 得ずに 

個人情報を取り 扱うことができる。 

( 利用目的を変更する 場合の取扱いについてはⅢ 2. を参照 ) 

[ その他の事 1 朝 

・利用目的の 制限の例外に 該当する「法令に 基づく場合」等であ っても、 利用目的以覚 

の 目的で個人情報を 取り扱う場合は、 当該法令等の 趣旨を ゐ まえ、 その取り扱う 範囲 

を真に必要な 範囲に限定することが 求められる。 

  患者が未成年者等の 場合、 法定代理人等の 同意を得ることで 足りるが、 一定の判断 能 

力 を有する未成年者等については、 法定代理人等の 同意にあ れせて本人の 同意を得る。 

  意識不明の患者や 重度の痴呆性の 高齢者などで 法定代理人がいない 場合で、 緊急に診 

療が必要な場合については、 上記 (2) ②に該当し、 当該本人の個人情報を 取り扱う 

ことができる。 
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2. 利用目的の通知等 ( 法華「 8 条 ) 

    

( 取得に際しての 利用目的の通知等 )  

法 第十八条個人情報取扱事業者は、 個人情報を取得した 場合は、 あ らかじめその 利用目 

的を公表している 場合を除き、 速やかに、 その利用目的を、 本人に通知し、 叉は 公表し 

なけれ ば ならない。 

2  個人情報取扱事業者は、 前項の規定にかかわらず、 本人との間で 契約を締結すること 

に伴って契約書その 他の書面 ( 電子的方式、 磁気的方式その 他人の知覚によっては 認識 

することができない 方式で作られる 記録を含む。 以下この項において 同じ。 ) に記載さ 

れた当該木人の 個人情報を取得する 場合その他本人から 直接書面に記載された 当該木 

人の個人情報を 取得する場合は、 あ らかじめ、 本人に対し、 その利用目的を 明示しなけ 

れば ならない。 だだし、 人の生命、 身体又は財産の 保護のために 緊急に必要があ る場合 

は、 この眼りでない。 

3  個人情報取扱事業者は、 利用目的を変更した 場合は、 変更された利用目的について、 

本人に通知し 、 又は公表しなけれ ば ならない。 

4  前 三項の規定は 、 次に掲ける場合については、 適用しない。 

一 利用目的を本人に 通知し 、 又は公表することにより 本人又は第姉者の 生命、 身体、 

財産その他の 権 利利益を害するおそれがあ る場合 

こ 利用目的を本人に 通知し 、 又は公表することにより 当該個人情報取扱事業者の 権 利 

又は正当な利益を 害するおそれがあ る場合 

三 国の機関又は 地方公共団体が 法令の定める 事務を遂行することに 対して協力する 

必要があ る場合であ って、 利用目的を本人に 通知し 、 又は公表することにより 当該 事 

務の遂行に支障を 及ぼすおそれがあ るとき。 

  四 取得の状況からみて 利用目的が明らかであ ると認められる 場合   
[ 法の規定により 遵守 す ぺき事項等 ] 

・医療・介護関係事業者 は 、 個人情報を取得するに 当たって、 あ らかじめその 利用目的 

を 公表しておくか、 個人情報を取得した 場合、 速やかに、 その利用目的を、 本人に通 

知し、 又はな表しなけれ ば ならない。 

  利用目的の公表方法としては、 院内や事業所内等に 掲示するとともに、 可能な場合に 

は ホームページへの 掲載等の方法により、 なるべく広く 公表する必要があ る。 

  医療・介護関係事業者 は 、 受付で患者に 保険証を提出してもら ぅ 場合や問診票の 記入 

を求める場合など、 本人から直接書面に 記載された当該本人の 個人情報を取得する 場 

合は、 あ らかじめ、 木人に対し、 その利用目的を 院内掲示等により 明示しなけれ ば な 

らない。 ただし、 救急の患者で 緊急の処置が 必要な場合等は、 この限りでない。 

・医療・介護関係事業者は、 利用目的を変更した 場合 は 、 変更された利用目的について、 

木人に通知し 、 又は公表しなけれ ば ならない。 

  取得の状況からみて 利用目的が明らかであ ると認められる 場合など利用目的の 通知等 

の 例外に該当する 場合は、 上記内容は適用しない。 ( 「利用目的が 明らか」 な 場合につ 

いてはⅢ「・ (1 ) を参照 ) 
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[ その他の事項 ] 

・利用目的が、 本規定の例外であ る「取得の状況からみて 利用目的が明らかであ ると認 

められる場合」に 該当する場合であ って ち 、 患者・利用者等に 利用目的をわかりやす 

く 示す観点から、 利用目的のが 表に当たって ほ 、 当該利用目的についても 併せて記載 

する。 

  院内や事業所内等への 掲示に当たって ほ 、 受付の近くに 当該内容を説明した 表示を行 

い、 初回の患者・ 利用者等に対しては、 受付時や利用開始時において 当該掲示につい 

ての注意を促す。 

・初診時や入院・ 入所時等における 説明だけでは、 個人情報について 十分な理解ができ 

ない患者・利用者も 想定されることから、 患者・利用者が 落ち着いに時期に 改めて説 

明を行ったり、 診療計画書、 療養生活の手引き、 訪問介護計画等の サー ピス提供に係 

る 計画等に個人情報に 関する取扱いを 記載するなど、 患者・利用者が 個人情報の利用 

目的を理解できるよ う 配慮する。 

  患者，利用者等の 希望があ る場合、 詳細の説明や 当該内容を記載した 書面の交付を 行 

つ 。 

- Ⅱ 3- 



3. 個人情報の適正な 取得、 個人データ内容の 正確性の確保 ( 法第 「下条、 第「 9 条 ) 

( 適正な取得 ) 

法 第十七条 個人情報取扱事業者は、 偽りその他不正の 手段により個人情報を 取得しては 

ならない。 

( テータ内容の 正確性の確保 ) 

法 第十九条 個人情報取扱事業者 は 、 利用目的の達成に 必要な範囲内にあ いて、 個人 テ一 

タを 正確かっ最新の 内容に保っよ う 努めなければならない。 

[ 法の規定により 遵守すべき事項等 ] 

・医療・介護関係事業者 は、 偽りその他の 不正の手段により 個人情報を取得してはなら 

  
・診療等のために 必要な過去の 受診 歴 等については、 真に必要な範囲について、 木人 か 

ら 直接取得するほか、 第三者提供について 木人の同意を 得た者 (T5. (3) により本 

人の黙示の同意が 得られていると 考えられる者を 含む ) から取得することを 原則とす 

る。 ただし、 木人以覚の家族等から 取得することが 診療上又は適切な 介護 サーヒ スの 

提供上やむを 得ない場合はこの 限りでない。 

  親の同意なく、 十分な判断能力を 有していない 子ど七から家族の 個人情報を取得して 

はならない。 ただし、 当該子どもの 診療上、 家族等の個人情報の 取得が必要な 場合で、 

当該家族等から 個人情報を取得することが 困難な場合はこの 限りではない。 

  医療・介護関係事業者は、 適正な医療・ 介護 サーヒ スを提供するという 利用目的の達成 

に必要な範囲内において、 個人データを 正確かっ最新の 内容に保っよ う 努めなけれ ばな 

うない。 

[ その他の事項 ] 

・第三者提供により 他の医療・介護関係事業者から 個人情報を取得したとき、 当該個人 

情報の内容に 疑義が生じた 場合には、 記載内容の事実に 関して本人又は 情報の提供を 

行った者に確認をとる。 

  医療・介護関係事業者 は 、 個人テータの 内容の正確性、 最新性を確保するため、 Ⅲ 4. 

(2) ②に示す委員会等において、 具体的なルールを 策定したり、 技術水準向上のた 

めの研修の開催などを 行うことが望ましい。 
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4. 安全管理措置、 従業者の監督及び 委託先の監督 ( 法 第 20 条～第 22 条 ) 

( 安全管理措置 ) 

法 第二十条 個人情報取扱事業者 は 、 その取り扱う 個人データの 溝 元い、 滅失又はき損の 

防止その他の 個人テータの 安全管理のために 必要かっ適切な 措置を講じなけれ ば なら 

ない。 

( 従業者の監督 ) 

法第 _ 十一条 個人情報取扱事業者は、 その従業者に 個人データを 取り扱わせるに 当たっ 

ては、 当該個人テータの 安全管理が図られるよ う 、 当該従業者に 対する必要かっ 適切な 

監督を行わなけれ ば ならない。 

( 委託先の監督 ) 

法 第二十二条 個人情報取扱事業者 は 、 個人データの 取扱いの全部又は 一部を委託する 場 

合は、 その取扱いを 委託された個人テータの 安全管理が図られるよ う 、 委託を受けた 者 

に 対する必要かっ 適切な監督を 行わなければならない。 

CD ) 医療・介護関係事業者が 講ずるぺき安全管理措置 

①安全管理措置 

医療・介護関係事業者は、 その取り扱う 個人データの 漏えい、 滅失又はき損の 防止 

その他の個人テータの 安全管理のため、 組織的、 人的、 物理的、 及 び 技術的安全管理 

措置を講じなけれ ば ならない。 その際、 本人の個人データが 漏えい、 滅失又はき損害 

をした場合に 本人が被る権 利利益の侵害の 大きさを考慮し、 事業の性質及び 個人テー 

タの取扱い状況等に 起因するリスクに 応じ、 必要かっ適切な 措置を講するものとする。 

なお、 その際には、 個人データを 記録した媒体の 性質に応じた 安全管理措置を 講ずる。 

②従業者の監督 

医療・介護関係事業者は、 のの安全管理措置を 遵守させるよ う 、 従業者に対し 必要 

かっ適切な監督をしなければならない。 なお、 「従業者」とほ、 医療資格者のみならず、 

当該事業者の 指揮命令を受けて 業務に従事する 者すべてを含むものであ り、 また、 雇 

用関係のあ る者のみならず、 理事、 派遣労働者等も 含むものであ る。 

医療法第「 5 条では、 病院等の管理者 は 、 その病院等に 勤務する医師等の 従業者の 

監督義務が課せられている。 ( 薬局や介護関係事業者についても、 薬事法や介護保険法 

に基づく「指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する基準」、 「指定居 

宅介護支援等の 事業の人員及び 運営に関する 基準」、 「指定介護老人福祉施設の 人員、 

設備及び運営に 関する基準」、 「介護老人保健施設の 人員、 施設及び設備並びに 運営に 

関する基準」及び「指定介護療養型医療施設の 人員、 設備及び運営に 関する基準」 ( 以 

F 「指定基準」という。 ) 等に同様の規定あ り。 ) 

(2) 安全管理措置として 考えられる事項 

医療・介護関係事業者 は 、 その取り扱う 個人データの 重要性にかんがみ、 個人データ 

の漏えい、 滅失またはき 損の防止その 他の安全管理のため、 その規模、 従業者の様態等 

- Ⅱ 5- 



を 勘案して、 以下に示すような 取組を参考に、 必要な措置を 行 うち のとする。 

また、 同一事業者が 複数の施設を 開設する場合、 当該施設間の 情報交換については 第 

三者提供に該当しないが、 各施設ごとに 安全管理措置を 講ずるなど、 個人情報の利用目 

的を踏まえた 個人情報の安全管理を 行 う 。 

①個人情報保護に 関する規程の 整備、 公表 

・医療・介護関係事業者は、 保有個人テータの 開示手順を定めた 規程その他個人情報保 

護に関する規程を 整備し、 苦情への対応を 行う体制 ち 含めて、 院内や事業所内等への 

掲示やホームページへの 掲載を行うなど、 患者・利用者等に 対して周知登底を 図る。 

・また、 個人テータを 取り扱う情報システムの 安全管理措置に 関する規程等についても 

同様に整備を 行うこと。 

②個人情報保護推進のための 紬織体制等の 整備 

・従業者の責任体制の 明確化を図り、 具体的な取組を 進めるため、 医療における 個人情 

報保護に関し 十分な知識を 有する管理者、 監督者等を定めたり、 個人情報保護の 推進 

を 図るための委員会等を 設置する。 

  医療・介護関係事業所で 行っている個人テータの 安全管理措置について 定期的に自己 

評価を行い、 見直しや改善を 行うべき事項について 適切な改善を 行う。 

③個人テータの 漏えい等の間 題 が発生した場合等における 報告連絡体制の 整備 

・「 ) 個人テータの 漏えい等の事故が 発生した場合、 又 は 発生の可能性が 高いと判断し 

た 場合、 2) 個人データの 取扱いに関する 規程等に違反している 事実が生じた 場合、 

又は兆候 が 高いと判断した 場合における 責任者等への 報告連絡体制の 整備を行う。 

  個人データの 漏えい等の情報は、 苦情等の一環として、 外部から報告される 場合 ち想 

定 されることから、 苦情への対応を 行う体制との 連携ち図る。 CfDD,l 0 ．参照 ) 

④雇用契約時における 個人情報保護に 関する規程の 整備 

・雇用契約や 就業規則において、 就業期間中はもとより 離職後も含めた 守秘義務を課す 

など従業者の 個人情報保護に 関する規程を 整備し、 徹底を図る。 なお、 特に、 医師等 

の医療資格者や 介護 サーヒ スの従業者については、 刑法、 関係資格法文 は 介護保険法 

に 基づく指定基準により 守秘義務規定等が 設けられており ( 別表 4) 、 その遵守を徹底 

する。 

⑤従業者に対する 教育研修の実施 

・取り扱う個人データの 適切な保護が 確保されるよう、 従業者に対する 教育研修の実施 

等により、 個人テータを 実際の業務で 取り扱うこととなる 従業者の啓発を 図り、 従業 

者の個人情報保護意識を 徹底する。 

  この際、 派遣労働者についても、 「派遣先が講ずべき 措置に関する 指針」 ( 平成 ] 「 年 

労働省告示 第 「 38 号 ) において、 「必要に応じた 教育訓練に係る 便宜を図るよう 努め 

なけれ ば ならない」とされていることを 踏まえ、 個人情報の取扱いに 係る教育研修の 
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実施に配慮する 必要があ る。 

⑥物理的安全管理措置 

・個人データの 盗難・紛失等を 防止するため、 以下のような 物理的安全管理措置を 行 う 。 

一入 退館 ( 室 ) 管理の実施 

一 盗難等に対する 予防対策の実施 

一機器、 装置等の固定など 物理的な保護 

⑦技術的安全管理措置 

・個人テータの 盗難・紛失等を 防止するため、 個人データを 取り扱う情報システムにつ 

いて以下のような 技術的安全管理措置を 行う。 

一個人データに 対するアクセス 管理 ( l D やパスワード 等による認証、 各職員の業 

務 内容に応じて 業務上必要な 範囲にのみアクセスできるようなシステム 構成の採 

用等 ) 

一個人データに 対するアクセス 記録の保存 

一個人テータに 対するファイアウオールの 設置 

⑧個人データの 保存 

  個人データを 長期にわたって 保存する場合には、 保存媒体の劣化防止など 個人データ 

が消失しないよう 適切に保存する。 

  個人テータの 保存に当たっては、 本人からの照会等に 対応する場合など 必要なときに 

迅速に対応できるよう、 インデックスの 整備など検索可能な 状態で保存しておく。 

⑨不要となった 個人データの 廃棄、 消去 

  不要となった 個人データを 廃棄する場合には、 焼却や溶解など、 個人データを 復元不 

可能な形にして 廃棄する。 

  個人データを 取り扱った情報機器を 廃棄する場合 は 、 記憶装置内の 個人データを 復元 

不可能な形に 消去して廃棄する。 

  これらの廃棄業務を 委託する場合には、 個人データの 取扱いたついても 委託契約にお 

いて明確に定める。 

C3) 業務を委託する 場合の取扱い 

①委託先の監督 

医療・介護関係事業者 は 、 検査や診療報酬 X は介護報酬の 請求に係る事務等   @ 人デ 

ータの取扱いの 全部 X は一部を委託する 場合、 法第 20 条に基づく安全管理措置を 遵 

守させるよう 受託者に対し、 必要かつ適切な 監督をしなければならない。 

「必要かっ適切な 監督」には、 委託契約において 委託者であ る事業者が定める 安全 

管理措置の内容を 契約に盛り込み 受託者の義務とするほか、 業務が適切に 行われてい 

ることを定期的に 確認することなども 含まれる。 

また、 業務が再委託された 場合で、 再 委託 先 が不適切な取扱いを 行ったことにより、 
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問題が生じた 場合は、 医療・介護関係事業者 や再 委託した事業者が 責めを負うことも 

あ り得る。 

②業務を委託する 場合の留意事項 

医療・介護関係事業者は、 個人データの 取扱いの全部又は 一部を委託する 場合、 以 

下の事項に留意すべきであ る。 

・個人情報を 適切に取り扱っている 事業者を委託 先 ( 受託者 ) として選定する 

・契約において、 個人情報の適切な 取扱いに関する 内容を盛り込む ( 委託期間中のほ 

か、 委託終了後の 個人テータの 取扱いも含む。 ) 

・受託者が、 委託を受けた 業務の一部を 再委託することを 予定している 場合は、 再 委 

託を受ける事業者の 選定において 個人情報を適切に 取り扱っている 事業者が選定さ 

れるとともに、 再 委託 先 事業者が個人情報を 適切に取り扱っていることが 確認でき 

るよう契約において 配慮する 

  受託者が個人情報を 適切に取り扱っていることを 定期的に確認する 

  受託者における 個人情報の取扱いに 疑義が生じた 場合 ( 患者・利用者等からの 串田 

があ り、 確認の必要があ ると考えられる 場合を含む。 ) にほ、 受託者に対し、 説明を 

求め、 必要に府 じ 改善を求める 等適切な措置をとる 

* 医療機関等における 業者委託に関する 関連通知等 

上記の留意事項のほか、 委託する業務に 応じ、 関連する通知等を 遵守する。 

・「医療法の 一部を改正する 法律の一部の 施行について」 ( 平成 5 年 2 月「 5 日 健政 

発 第 98 号 ) の「第 3  業務委託に関する 事項」 

  「病院、 診療所等の業務委託について」 ( 平成 5 年 2 月「 5 日 指第 「 4 号 ) 

(4) 医療情報システムの 導入及びそれに 伴う情報の外部保存を 行う場合の取扱い 

医療機関等において、 医療情報システムを 導入したり、 診療情報の覚部保存を 行う場 

合には、 厚生労働省が 別途定める指針によることとし、 各医療機関等において 運営及び 

委託等の取扱いほついて 安全性が確保されるよう 規程を定め、 実施する ち のとする。 

(5) 個人情報の漏えい 等の間 題 が発生した場合における 二次被害の防止等 

個人情報の漏えい 等の問題が発生した 場合には、 こ次被害の防止、 類似事案の発生回 

避等の観点から、 個人情報の保護に 配慮しつつ、 可能な限り事実関係を 公表するととも 

に 、 都道府県の所管 課 等に速やかに 報告する。 

(6) その他 

受付での呼び 出しや、 病室における 患者の名札の 掲示などについてほ、 患者の取り違 

え防止など業務を 適切に実施する 上で必要と考えられるが、 医療におけるプライバシー 

保護の重要性にかんがみ、 患者の希望に 応じて一定の 配慮をすることが 望ましい。 
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[ 法の規定により 遵守すべき事項等 ] 

・医療・介護関係事業者 は 、 その取り扱う 個人データの 漏えい、 滅失 叉はき 損の防止そ 

の他個人データの 安全管理のために 必要かつ適切な 措置を講じなけれ ば ならない。 

・医療・介護関係事業者は、 その従業者に 個人データを 取り扱 ね せるに当たっては、 当 

該個人データの 安全管理が図られるよう、 当該従業者に 対する必要かつ 適切な監督を 

行わなけれ ば ならない。 

，医療・介護関係事業者は、 個人データの 取扱いの全部 X は 一部を委託する 場合 は 、 そ 

の取扱いを委託された 個人データの 安全管理が図られるよ う 、 委託を受けた 者に対す 

る必要かっ適切な 監督を行わなけれ ば ならない。 

[ その他の事項 ] 

・医療・介護関係事業者 は 、 安全管理措置に 関する取組を 一層推進するため、 安全管理 

措置が適切であ るかどうかを 一定期間ごとに 検証するほか、 必要に応じて 外部機関に 

よる検証を受けることで、 改善を図ることが 望ましい。 
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